
 31 

目標10 男女が職業生活と家庭生活を両立できる環境づくり 

 

【現状と課題】働くことは，男女にかかわらず人間としての権利です。平成７年

（１９９５年）わが国は「ＩＬＯ第１５６号条約」を批准しました。この条約は，

家族的責任を有する労働者が，性別にかかわらず職業上の責任と育児や介護といっ

た家族的責任とを両立できるようにすることを目的としています。 

また，国は施策の基本的方向として「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ

ンス）憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策定しました。 

 働く女性は，家事・育児・介護や地域活動等の負担が大きく，仕事に専念できな

い傾向にあります。また，男性は長時間労働等によって，家事・育児・介護等に関

わることが難しい傾向にあります。 

 男女がともにより豊かな職業生活，家庭生活，地域生活を実現するためには，性

別役割分担の見直しや育児・介護を社会全体で支えていくシステムの充実が求めら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 男女がともに仕事と家庭を両立させるために必要な環境整備は？  

問 有給休暇・育児休業・介護休業はとりやすいですか。  
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職業上必要な教育・訓練等の機会や内容の充実

仕事・職場環境に関する相談窓口の充実

賃金や昇進などの男女間格差をなくす

男性中心の職場運営の見直し

職場内に保育施設の整備

残業の削減など年間労働時間の短縮

非正規社員の労働条件の改善

在宅勤務・ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制など柔軟な勤務制度の導入

育児や介護による退職者を再雇用する制度の導入

育児・介護休業制度を利用しやすい職場環境整備

育児・介護休暇中の経済的支援の充実

保育所や学童等の施設整備・保育事業の充実

両立していくことに対する周囲の理解と協力

男女が仕事と家庭を両立するために必要なこと 

(％) 

 「柏市男女共同参画に関する市民意識調査」平成２１年度  
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   施  策     具 体 的 な 施 策   担当課 

（１）家庭生活・地 

 域活動への男女共 

 同参画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保育サービス 

 の充実 

 

 

（３）介護が必要な 

 家庭への支援 

 

 

（４）女性が働き続 

 けられるための調 

 査・研究 
 
          

 ①家庭生活・地域活動・ＮＰＯ活動へ参画し 

 やすい条件整備（再掲目標５（１）②） 

 

 ②育児・介護休業制度の男女の利用促進 

  育児休業，介護休業制度の周知及び制度の 

 実効を図るため，働く男女，企業の利用を促 

 進します。 

  ・企業や働く人の支援や相談窓口など，関 

係機関と連携した情報提供の推進 

 ・ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活 

の調和）の普及促進 

  ・企業表彰のあり方の検討 

 

 

 ①保育サービスの充実（再掲目標６（１）①） 

 

 ②子育て支援事業の充実（再掲目標６（１）②） 

 

 ①介護予防の推進や介護サービスの充実（再 

 掲目標７（１）①） 

 

 

 ①女性の労働の状況把握調査 

  女性の就業に関する調査や研究に努めま 

す。 

 ・就業状況把握のための調査・研究 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画室・ 

商工振興課  
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関係部署 

男女共同参画室・ 
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 男女共同参画室  

 

あなたができること       

・仕事と家庭が両立しやすい環境 

 づくりに努めましょう 


